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第４９号議案  

 

綾瀬市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行

令（平成１５年政令第５０７号。以下「政令」という。）において使用する用語の

例による。 

 （個人情報ファイルに係る帳簿の作成） 

第３条 実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び

固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。）は、法第７４条第２項第９号に掲げ

る個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに、当該個人情報ファイルに

ついて、それぞれ同条第１項第１号から第７号まで、第９号及び第１０号に掲げる

事項その他政令第２１条第６項で定める事項を記載した帳簿を作成しなければなら

ない。 

２ 前項の規定は、法第７５条第２項各号に掲げる個人情報ファイル（法第７４条第

２項第９号に掲げるものを除く。）については、適用しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第７４条第

１項第５号若しくは第７号に掲げる事項を第１項に規定する帳簿に記載し、又は個

人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務

又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが

あると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人

情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができる。 

４ 実施機関は、第１項に規定する帳簿を作成したときは、遅滞なく、これを一般の

閲覧に供さなければならない。 

 （開示請求に係る手数料及び費用負担） 

第４条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料は、綾瀬市手
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数料条例（昭和２９年綾瀬町条例第１３号）の規定にかかわらず、無料とする。 

２ 保有個人情報の写し等の交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。 

 （審査会への諮問） 

第５条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

 (1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

 (2) 前号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則

を定めようとする場合 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （綾瀬市個人情報保護条例の廃止） 

２ 綾瀬市個人情報保護条例（平成１７年綾瀬市条例第３号。以下「旧条例」という。

）は、廃止する。 

 （旧条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施

機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員

であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第２条第６号に規定する保有

個人情報（以下「旧保有個人情報」という。）の取扱いに従事していた者に係る旧

条例第１４条第２項の規定による職務上知り得た旧保有個人情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務は、この条例の施行後も、なお

従前の例による。 

４ この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第２条第３号に規定する個人情

報（以下「旧個人情報」という。）の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

に係る旧条例第１６条第２項の規定による受託業務に関して知り得た旧個人情報を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務は、この条例の

施行後も、なお従前の例による。 



6 

５ この条例の施行前において綾瀬市個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧

条例第４３条第５項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、

この条例の施行後も、なお従前の例による。 

６ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例第１７条第１項若し

くは第２項、第３０条第１項若しくは第２項又は第３５条第１項若しくは第２項の

規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧保有個人情報の開示、訂

正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第７

条中「（以下「審査会」という。）」とあるのは「（第４章を除き、以下「審査会

」という。）」と、旧条例第４０条中「審査会」とあるのは「綾瀬市情報公開・個

人情報保護審査会（以下この章において「審査会」という。）」とする。 

７ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、この条例の施

行の際現に旧条例第４０条の規定により綾瀬市個人情報保護審査会に諮問されてい

る事件については、施行日以後は、綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会がこれを

承継するものとする。この場合において、綾瀬市個人情報保護審査会がした調査審

議その他の行為は、綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議その他の

行為とみなす。 

８ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された

旧保有個人情報を含む情報の集合物（この条例の施行前において旧実施機関が保有

していたものに限る。）で、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人

情報を電子計算機を用いて検索することができるようにしたもの（その全部又は一

部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

 (1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前にお

いて旧実施機関の職員であった者 

 (2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた

業務に従事していた者 

９ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報（この条例の

施行前において旧実施機関が保有していたものに限る。）をこの条例の施行後に自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以

下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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１０ この条例の施行前にした行為並びに附則第５項及び第６項の規定によりなお従

前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

 （個人情報ファイルに係る帳簿に関する経過措置） 

１１ この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての

第３条第１項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この条例

の施行後遅滞なく」とする。 

  令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、綾瀬市個人情報保護条例を廃止すると

ともに、同法の施行に必要な事項を定める条例を制定いたしたく、提案するものであ

ります。 
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第５０号議案  

 

綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調

査審議等の手続等について定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 次に掲げる事務を行うため、綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会（以下「

審査会」という。）を置く。 

 (1) 綾瀬市情報公開条例（平成１４年綾瀬市条例第７号）第１５条の２に規定する

審査請求及び行政情報の公開に関する制度の改善その他の重要な事項に係る諮問

に応じ調査審議すること。 

 (2) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項に

おいて準用する同条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議す

ること。 

 (3) 綾瀬市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年綾瀬市条例第 号）第

５条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

 （組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市民又は地方自治に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （会長） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
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２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 （審査会の調査権限） 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関（第２条第１号及び第

２号の規定により諮問をした市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業

委員会、固定資産評価審査委員会及び議長をいう。以下同じ。）に対し、次に掲げ

る行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何

人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開又は保有個人情報の開示を求

めることができない。 

 (1) 綾瀬市情報公開条例第１２条第１項に規定する公開決定等に係る同条例第２条

第２項に規定する行政情報 

 (2) 個人情報の保護に関する法律第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は第１

０２条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法

第６０条第１項に規定する保有個人情報 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第１項各号に掲げ

る行政情報又は保有個人情報に含まれる情報の内容を審査会の指定する方法により

分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

 （秘密保持義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

 （庶務） 

第８条 審査会の庶務は、情報公開事務主管課又は個人情報保護事務主管課において

処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に

諮って定める。 

 （罰則） 
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第１０条 第７条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金に処する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 審査会の委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）前においても行うことができる。 

 （綾瀬市附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

３ 綾瀬市附属機関の設置に関する条例（昭和５３年綾瀬町条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

  別表市長の部綾瀬市情報公開審査会の項及び綾瀬市個人情報保護審査会の項を削

る。 

（綾瀬市附属機関の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 施行日の前日において綾瀬市情報公開審査会及び綾瀬市個人情報保護審査会の委

員である者の任期は、前項の規定による改正前の綾瀬市附属機関の設置に関する条

例別表の規定にかかわらず、その日に満了する。 

 （綾瀬市情報公開条例の一部改正） 

５ 綾瀬市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

  目次中「第２１条」を「第１７条」に、「第２２条～第２９条」を「第１８条～

第２５条」に改める。 

  第１０条第２項中「綾瀬市情報公開審査会」を「綾瀬市情報公開・個人情報保護

審査会」に改める。 

  第１６条を次のように改める。 

  （諮問をした旨の通知） 

 第１６条 行政不服審査法第４３条第１項の規定により諮問をした実施機関は、同

法第２８条に規定する審理関係人のほか、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

  (1) 請求者（当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

  (2) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者（当該
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第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

  第１７条を削る。 

  第１８条中「の各号」を削り、同条第２号中「変更し、」の次に「当該審査請求

に係る」を加え、同条を第１７条とする。 

第１９条から第２１条までを削り、第４章中第２２条を第１８条とし、第２３条

から第２５条までを４条ずつ繰り上げ、第２５条の２を第２２条とし、第２６条か

ら第２８条までを３条ずつ繰り上げる。 

  第２９条を削る。 

 （綾瀬市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の綾瀬市情報公開条例（次項に

おいて「旧情報公開条例」という。）第１６条の規定により綾瀬市情報公開審査会

に諮問されている事件については、施行日以後は、審査会がこれを承継するものと

する。この場合において、綾瀬市情報公開審査会がした調査審議その他の行為は、

審査会がした調査審議その他の行為とみなす。 

７ この条例の施行前において綾瀬市情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報

公開条例第１９条第５項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義

務は、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

８ この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

  令和４年１１月２５日 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

 綾瀬市情報公開審査会及び綾瀬市個人情報保護審査会を統合し、新たな附属機関を

設置いたしたく提案するものであります。 
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第５１号議案  

 

綾瀬市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

 

（綾瀬市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 綾瀬市職員の定年等に関する条例（昭和５９年綾瀬市条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条～第４条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第５条～第１０条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１１条・第１２条） 

第５章 雑則（第１３条） 

附則 

第１章 総則 

第１条中「）第２８条の２第１項及び第２項及び第２８条の３」を「。以下「法

」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、

第２８条の５、第２８条の６第１項及び第２項、第２８条の７並びに附則第２１項

及び第２３項」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

第２章 定年制度 

第３条中「６０年」を「６５年」に改める。 

第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由がある」

に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を

当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」

を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、第８条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。

以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は第２項の規定により延長

された異動期間を含む。）を延長した職員であつて、定年退職日において管理監

督職（第５条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占め
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ている職員については、第８条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を延

長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係

る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「退職により」の次に「生ず

る欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項

第２号中「、その」を「、当該」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著

しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、「とき」を

「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「

存する」を「ある」に改め、「ときは、」の次に「これらの期限の翌日から起算し

て」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「

（同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係

る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、

同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務すること

とされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「

第１項の事由が存しなくなつた」を「第１項各号に掲げる事由がなくなつた」に、

「その」を「当該」に、「繰り上げて退職させることができる」を「繰り上げるも

のとする」に改める。 

第５条の見出しを削り、同条を第１３条とし、第４条の次に次の２章及び章名を

加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第５条 法第２８条の２第１項の条例で定める職は、綾瀬市一般職の職員の給与に

関する条例（昭和２９年綾瀬町条例第６号）第１５条第１項に規定する職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第６条 法第２８条の２第１項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準） 

第７条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たつては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。 
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(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第９条において「降任等

」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第

１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において「

標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての適

性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる

限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してや

むを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第８条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（第６条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後

における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の

翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員に

あつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項にお

いて同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、

当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 
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(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の

翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員に

あつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。

第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に

係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、

他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数

の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構

成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特

定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標

準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員（

当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当

該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等

により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に

重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引

き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさ

せ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職

に降任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項

に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期

間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定
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により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると

認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えな

い期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第９条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第３項の

規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得

なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１０条 任命権者は、第８条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

第１１条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この章において「年齢６０年以上退職者」という。

）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤

務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要

する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たり

の通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この章において同じ。）

に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しよう

とする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているも

のとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、この限

りでない。 

第１２条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、綾瀬市が加入する一部事務組

合（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項の一部事務組合を

いう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 
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第５章 雑則 

附則に次の２項を加える。 

（定年に関する特例） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と

あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなつた職員（以下この

項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあつては当該職員が採用さ

れた日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあつては当該職

員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前

年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に適

用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものと

するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものと

する。 

（綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年綾瀬町条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

第５条第３項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第８項を削り、同条第９

項を同条第８項とし、同条に次の２項を加える。 
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 ９ 第３項から前項までの規定にかかわらず、６０歳以上の職員で当該年齢に達し

た日以後の最初の３月３１日を超えて在職する職員は、昇給しない。 

１０ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち、給料表の適用を受け

る職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給

料月額のうち、前条第２項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属す

る職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

第５条の２第１項中「、再任用職員で法第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）」を削り、「、第

２項及び第８項」を「及び第２項」に、「から第４項まで」を「及び第４項」に、

「その者」を「当該職員」に改める。 

第１１条第２項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第５項中「（第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、「場合は」を「場合に

は」に改め、同条第６項中「場合は」を「場合には」に改める。 

第１６条第１項中「及び附則第８項第３号」を削り、「第２０条第５項」を「第

２０条第６項」に改め、同条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３

項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「あるのは」を「ある

のは、」に改め、同条第４項中「。附則第８項第３号において同じ。」を削る。 

第１７条第１項中「及び附則第８項第４号」を削り、「その者」を「当該職員」

に改め、同条第２項第１号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、「。次項及び附則第８項第４号において同じ。」を削り、同項第２号中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１７条の２中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

附則第２項から附則第８項までを次のように改める。 

（定年の引上げに伴う給料の特例） 

２ 当分の間、給料表の適用を受ける職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達し
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た日後における最初の４月１日（附則第４項において「特定日」という。）以後、

給料表の給料月額のうち、第４条第２項の規定により当該職員の属する職務の級

並びに第５条第１項及び第２項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に

１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に

切り上げるものとする。）とする。 

３ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員 

(2) 綾瀬市職員の定年等に関する条例（昭和５９年綾瀬市条例第４号）第８条第

１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する異動期間（同項又は同条第

２項の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第５条に規定

する職を占める職員 

(3) 綾瀬市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用

されていた職員を除く。） 

４ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当

該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第６項において「異動日」

という。）の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則

第２項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給

料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分

の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げ

るものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこと

となる職員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第

２項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料

月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

５ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第４条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号

給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎
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給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第４条第２項の規定により当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」

とする。 

 ６ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第２項の規定の適

用を受ける職員に限り、附則第４項に規定する職員を除く。）であつて、同項の

規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前２

項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

 ７ 附則第４項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第２項の規

定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職

員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給

料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を

給料として支給する。 

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、附則第２項の規定による給料月

額、附則第４項の規定による給料その他附則第２項から前項までの規定の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。 

附則第９項から附則第１６項までを削る。 

別表第１行政職給料表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前
再任用
短時間
勤務職
員 

 基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

基準
給料
月額 

円 

215,200 

円 

235,600 

円 

255,200 

円 

274,600 

円 

289,700 

円 

315,100 

円 

356,800 

円 

389,900 

（綾瀬市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 綾瀬市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２９年綾瀬町

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「範囲内で、給料」を「期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対

する地域手当の合計額」に改め、同条に後段として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当

の合計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 
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 （綾瀬市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 綾瀬市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４４年綾瀬町

条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改める。 

（綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和５６年綾瀬市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第２８条の４第１項、法第２８条の５第１項又は法第２８条の

６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に、

「第２８条の５第１項に」を「第２２条の４第１項に」に、「再任用短時間勤務職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第３条第１項、第４条第１項及び第９条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

（綾瀬市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第６条 綾瀬市職員の退職手当に関する条例（昭和６０年綾瀬市条例第１９号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用

された者を除く。」を削り、同条第２項中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年

法律第２６１号）」を加える。 

第４条第１項中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第２８

条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改める。 

第５条第１項中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第２８

条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、同条第２項中「退職、」を「退

職し、」に、「（前項」を「（同項」に改める。 

第５条の３中「１０年」を「１５年」に改める。 

第７条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第９条第４項において」に改め、

「額（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。 

第１４条第４項中「職員が、」を「職員が」に、「」とする」を「」とし、当該
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退職の日後に事業（その実施期間が３０日未満のものその他規則で定めるものを除

く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定

めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実

施期間の日数が４年から第１項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除

いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の

規定による期間に算入しない」に改める。 

第１８条第１項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

第１９条第１項中「にあつては」を「には」に改め、同項第２号及び第３号中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２１条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、「に

あつては」を「には」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「にあつては」

を「には」に改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員

」に、「にあつては」を「には」に改める。 

第２２条第１項中「次項」を「第４項」に改める。 

附則第３項中「第５条の３まで」の次に「及び附則第７項から第１４項まで」を

加える。 

附則第４項中「第５条の２」の次に「及び附則第９項」を加える。 

附則第５項中「第５条」の次に「又は附則第８項」を加える。 

附則第６項を削り、附則第７項を附則第６項とし、同項の次に次の見出し及び１

項を加える。 

（定年の引上げに伴う特例） 

７ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者で

あつて、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の

定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。

）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定

の適用については、同条第１項中「又は第８条第１項」とあるのは、「、第８条

第１項又は附則第７項」とする。 

附則第８項を次のように改める。 

８ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であつて、６



23 

０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない

職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する

退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用につ

いては、同条第１項中「又は第８条第１項」とあるのは、「、第８条第１項又は

附則第８項」とする。 

 附則に次の６項を加える。 

９ 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例附則第２項の規定による職員の給料月

額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

１０ 当分の間、第５条第１項に規定する者のうち、その者の非違によることなく

勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに対する第５

条の３及び第７条の３の規定の適用については、第５条の３中「定年退職日（綾

瀬市職員の定年等に関する条例（昭和５９年綾瀬市条例第４号）第２条に規定す

る定年退職日をいう。）」とあるのは「６０歳に達した日以後における最初の３

月３１日」と、同条の表及び第７条の３の表中「退職の日において定められてい

るその者に係る定年」とあるのは「６０歳」とする。 

１１ 当分の間、第５条第１項に規定する者のうち、その者の非違によることなく

勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの（退職の日に

おいて定められているその者に係る定年が６０歳を超えるものに限る。）（規則

で定める者を除く。）に対する第５条の３及び第７条の３の規定の適用について

は、「から６月前までに」とあるのは、「までに」とする。 

１２ 当分の間、第５条第１項に規定する者（地方公務員法第２８条の６第１項の

規定により退職した者（同法第２８条の７第１項の期限又は同条第２項の規定に

より延長された期限の到来により退職した者を含む。）を除く。）に対する第５

条の３の規定の適用については、同条の表以外の部分中「退職の日において定め

られているその者に係る定年」とあるのは「６０歳」と、「１５年」とあるのは

「１０年」とする。 

１３ 当分の間、第５条第１項に規定する者のうち、職制若しくは定数の改廃又は

予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であつて、任命権

者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者が６０歳

に達する日前に退職したときにおける第５条の３及び第７条の３の規定の適用に
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ついては、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「６０歳と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の２を乗じて得た割合を退

職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

１４ 当分の間、第５条第１項に規定する者のうち、職制若しくは定数の改廃又は

予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であつて、任命権

者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者が６０歳

に達した日以後に退職したときにおける第５条の３及び第７条の３の規定の適用

については、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退

職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

（綾瀬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第７条 綾瀬市職員の育児休業等に関する条例（平成４年綾瀬市条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第２号中「昭和５９年綾瀬市条例第４号」の次に「。以下「定年条例」と

いう。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条中第４号を第５号と

し、第３号を第４号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(3) 定年条例第８条の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を

含む。第７条の２第３号において同じ。）を延長された管理監督職（定年条例

第５条に規定する職をいう。第７条の２第３号において同じ。）を占める職員 

第７条の２第２号中「綾瀬市職員の定年等に関する条例」を「定年条例」に、「

引き続いて」を「引き続き」に改め、同条に次の１号を加える。 

(3) 定年条例第８条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員 

第８条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用

短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

第９条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等

」に改める。 

（綾瀬市公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正） 

第８条 綾瀬市公益的法人等への職員の派遣に関する条例（平成１４年綾瀬市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 
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第２条第２項第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め、

同項第４号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第５号を第６号とし、

同号の前に次の１号を加える。 

(5) 綾瀬市職員の定年等に関する条例第８条の規定により異動期間（同条の規定

により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職（同条例第５条に規

定する職をいう。）を占める職員 

（綾瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第９条 綾瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年綾瀬市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第２８条の５第１項及び第２８条の６第２項」を「第２２条の４第１

項」に、「並びに」を「及び」に改める。 

（綾瀬市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１０条 綾瀬市職員の再任用に関する条例（平成１３年綾瀬市条例第９号）は、廃

止する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第６条中綾瀬市職員

の退職手当に関する条例第１４条第４項の改正規定並びに附則第１１条及び第１７

条の規定は、公布の日から施行する。 

（勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第１条の

規定による改正前の綾瀬市職員の定年等に関する条例（以下「旧定年条例」という。

）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤

務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。

以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「

旧定年条例勤務延長職員」という。）について、旧定年条例勤務延長期限又はこの

項の規定により延長された期限が到来する場合において、第１条の規定による改正

後の綾瀬市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各

号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して１年を超

えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条
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例勤務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して

３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１

年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準

日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年（新定年条例第３条に規定

する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新定年（基準日が施行日で

ある場合には、施行日の前日における旧定年条例第３条に規定する定年）を超える

職（基準日における新定年が新定年条例第３条第１項に規定する定年である職に限

る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、

基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新定年条例第４条第１項若しくは

第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下

「改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職員の

うち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年（基準日が施行日で

ある場合には、施行日の前日における旧定年条例第３条に規定する定年）に達して

いる職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任

し、又は転任することができない。 

３ 新定年条例第４条第３項及び第４項の規定は、第１項の規定による勤務について

準用する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初

の３月３１日（以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の末日

」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る旧定年（旧定年条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施

行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更さ

れた職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合におけ

る旧定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達しているも

のを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者 

(2) 旧定年条例第４条第１項若しくは第２項、改正法附則第３条第５項又は前条第
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１項の規定により勤務した後退職した者 

(3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるもの 

(4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公

務員法再任用（改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号

）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第

２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項、

次条第１項若しくは第２項、附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第

１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。次項第６号において同じ。

）をされたことがあるもの 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る新定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情

報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要す

る職に採用することができる。 

(1) 施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職

した者 

(3) 施行日以後に新定年条例第１１条の規定により採用された者のうち、改正法に

よる改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条の４第

３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

(4) 施行日以後に新定年条例第１２条第１項の規定により採用された者のうち、新

地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４

第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

(5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるもの 

(6) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再

任用をされたことがあるもの 
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３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でな

ければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第５

条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用

職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再

任用職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、綾瀬市が加入する一部事務組合

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項の一部事務組合をいう。

次項並びに附則第６条第１項及び第２項において同じ。）における前条第１項各号

に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年に達しているものを、従前の勤

務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任

期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、綾

瀬市が加入する一部事務組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する

職に係る新定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職

に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則

第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新定年条例第１１条に規定す

る短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧定年相当年齢（短時間勤務の職を

占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における旧定年（施行日以後に新たに設置された短時間
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勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職に

あっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めてい

るものとしたときにおける旧定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項

において同じ。）に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に

採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４

項の規定にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその

職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年

をいう。次条第２項及び附則第１０条において同じ。）に達しているもの（新定年

条例第１１条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。

）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５第

３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、綾

瀬市が加入する一部事務組合における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特

定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時

間勤務の職に係る旧定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規

則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短

時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新

地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第

４項の規定にかかわらず、綾瀬市が加入する一部事務組合における附則第３条第２

項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年相当年齢に達しているもの（

新定年条例第１２条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができ
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る者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（改正法附則第８条第３項の条例で定める職等） 

第７条 改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前

日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第３条に規定する定年に準

じた当該職に係る年齢とする。 

（改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２

条の４第４項の条例で定める職等） 

第８条 改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第

２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２

条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置され

ていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年

に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。 

（改正法附則第８条第５項の条例で定める職等） 

第９条 改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職

が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間における各年の４月１

日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されてい

たものとした場合において、基準日における新定年が基準日の前日における新定年

を超える職とする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。

） 
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２ 改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日

に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年に達

している者とする。 

３ 改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基準日の

前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年

に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年

４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日

の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年相当年齢が基準日の前日にお

ける新定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新定年相当年齢が新

定年条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当す

る基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（

以下この条において「新定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日

の前日までに新定年条例第１１条に規定する年齢６０年以上退職者となった者（基

準日前から新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後

に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において同日における当該新定年相

当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年相当年齢に達している者（当該規則で定め

る短時間勤務の職にあっては、規則で定める者）を、新定年条例第１１条又は第１

２条第１項の規定により採用することができず、新定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に、新定年条例第１１条又は第１２条第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日にお

ける当該新定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年相当年齢に達している定

年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で

定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することがで

きない。 

（改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第１１条 改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０年とす

る。 

（綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
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第１２条 第２条の規定による改正後の綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例（以

下「新給与条例」という。）附則第２項から第７項までの規定は、改正法附則第３

条第５項又は附則第２条第１項の規定により勤務している職員には適用しない。 

第１３条 暫定再任用職員（短時間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下「暫定再

任用短時間勤務職員」という。）を除く。以下この項及び次項において同じ。）の

給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした

場合に適用される綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例第３条第２項に規定する

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第

４条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員（同法第１７条の規定によ

る短時間勤務をしている暫定再任用職員を含む。）に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「とする」とあるのは、「に、同条例第５条の２に規定する算出率

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年

前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される綾瀬市一般職の職員の

給与に関する条例第３条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の

項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第４条第２項の規定により当該暫定再任用

短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、綾瀬市一般職の職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤

務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与

条例第１１条第３項の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第１６

条第３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第１７条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉

手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定

の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定
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年前再任用短時間勤務職員及び綾瀬市職員の定年等に関する条例等の一部を改正す

る等の条例（令和４年綾瀬市条例第 号）附則第３条第４項に規定する暫定再任用

職員（次号において単に「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年

前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員」とする。 

７ 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例第７条、第８条及び第８条の４並びに新

給与条例第５条（第９項を除く。）の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （綾瀬市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第１４条 暫定再任用職員に対する第４条の規定による改正後の綾瀬市技能労務職員

の給与の種類及び基準に関する条例第２条の規定の適用については、同条ただし書

中「採用された職員」とあるのは、「採用された職員及び綾瀬市職員の定年等に関

する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年綾瀬市条例第 号）附則第３条第

４項に規定する暫定再任用職員として採用された職員」とする。 

（綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正に伴う経過措

置） 

第１５条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第５条の規定による改正後の綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の規定及び第７条の規定による改正後の綾瀬市職員の育児休業等に関する条例の規

定を適用する。 

（綾瀬市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１６条 暫定再任用職員に対する第６条の規定による改正後の綾瀬市職員の退職手

当に関する条例（以下「新退職手当条例」という。）第２条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「（以下「職員」という。）」とあるのは、「（綾瀬市職員の定

年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年綾瀬市条例第 号）附則

第３条第４項に規定する暫定再任用職員として採用された職員を除く。以下「職員

」という。）」とする。 

第１７条 新退職手当条例第１０条第４項の規定は、附則第１条ただし書に規定する

規定の施行の日以後に同条第４項の事業を開始した職員その他これに準ずるものと

して同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。 
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令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備を図りたく提案

するものであります。 
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第５２号議案 

                                       

綾瀬市市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 綾瀬市市税条例（昭和５２年綾瀬町条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

  第１５条中「又は各連結事業年度」を削る。 

附則第１３項第２号中「４分の３」を「５分の４」に改め、同項第３号中「附則

第１５条第２７項第１号」を「附則第１５条第２６項第１号」に改め、同項第４号

中「附則第１５条第２７項第２号」を「附則第１５条第２６項第２号」に改め、同

項第５号中「附則第１５条第２７項第３号」を「附則第１５条第２６項第３号」に

改め、同項第６号中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、

同項第７号中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同項

第８号中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同項中第

１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合 ４分の３ 

第２条 綾瀬市市税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１３項第１１号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１

日から施行する。 

 （法人の市民税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の綾瀬市市税条例（以下「新条例」という。）第１５

条の規定は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について

適用し、同日前に開始した事業年度及び連結事業年度における法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

３ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一

部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法（
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昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して

課する固定資産税については、新条例附則第１３項第２号の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

４ 第２条の規定による改正前の綾瀬市市税条例附則第１３項第１１号の規定は、地

方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第１２条第９項の規定

によりなお従前の例によることとされる家屋及び構築物に対して課する固定資産税

並びに同法附則第１３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる特例

対象資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

地方税法等の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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第５３号議案  

    

綾瀬市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する    

条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成

６年綾瀬市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「市」を「綾瀬市」に改め、同条第２号ア中「１万５，８００円」を「１

万６，１００円」に改め、同号イ中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第８条中「市は」を「綾瀬市は」に、「ビラ１枚当たり」を「ビラの１枚当たり」

に、「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

第１１条中「市」を「綾瀬市」に、「ポスター１枚当たり」を「ポスターの１枚当

たり」に、「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１万５００円」を「３１

万６，２５０円」に、「ポスター作成枚数」を「ポスターの作成枚数」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の綾瀬市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示

された選挙については、なお従前の例による。 

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

公職選挙法施行令の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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第５４号議案  

 

   工事請負契約の締結について 

 

  令和４年度光綾公園入口広場等整備工事の請負契約を次のとおり締結します。 

１ 請負契約者 門倉組・芳賀建設特別共同企業体 

         代表構成員 

         神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目３番３９号 オザワビル８階 

         株式会社門倉組 

         代表取締役 小澤 幸喜 

２ 請負契約金額 ３００，９０７，２００円 

３ 契約の方法 一般競争入札 

４ 履 行 場 所 綾瀬市深谷上４丁目地内 

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

令和４年度光綾公園入口広場等整備工事の請負契約を締結したいので、綾瀬市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案

するものであります。 
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第５５号議案  

 

工事に関する基本協定の変更について 

 

東名高速道路と交差する綾瀬市道１０号線寺尾橋及び綾瀬市道２８８号線釜田橋橋

りょう修繕工事に関する基本協定を次のとおり変更します。 

１ 協定の相手方  

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 

中日本高速道路株式会社 

東京支社長 松井 保幸 

２ 事業に係る概算総額 

変更前 ２１９，３２６，９３２円 

変更後 ２５５，００１，３９４円 

３ 変更理由 

工事の施行に伴い、負担する費用が増額となり概算総額に変更が生じたため 

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

 令和３年１２月１６日に議会の議決を経た東名高速道路と交差する綾瀬市道１０号

線寺尾橋及び綾瀬市道２８８号線釜田橋橋りょう修繕工事に関する基本協定の概算総

額を変更いたしたく、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により提案するものであります。 
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第５６号議案  

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

１ 管理を行わせる施設の名称及び所在地 

名    称 所   在   地 

綾瀬市立図書館 綾瀬市深谷中１丁目３番１号 

綾瀬市北の台図書室 綾瀬市蓼川２丁目１番１２号 

綾瀬市寺尾いずみ図書室 綾瀬市寺尾台３丁目６番２５号 

綾瀬市南部ふれあい図書室 綾瀬市上土棚南１丁目５番１０号 

２ 指定管理者の名称及び所在地 

 (1) 名 称 株式会社有隣堂 

 (2) 代表者 代表取締役 松信 健太郎 

 (3) 所在地 横浜市中区伊勢佐木町１丁目４番地１ 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

  令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

 綾瀬市立図書館の管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により提案するものであります。 
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第５７号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

82号線 

大上八丁目 

6170番地先 

大上八丁目 

6169番地先 
80.5 1.8  

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路の払下げに伴い廃止いたしたく、道路法第１０条第３項の規定により提案する

ものであります。 
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第５８号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1014号線 

吉岡字芦久保 

2339番地先 

吉岡字芦久保 

2311番1地先 
44.5 1.2  

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路の払下げに伴い廃止いたしたく、道路法第１０条第３項の規定により提案する

ものであります。 
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第５９号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1339-3号線 

上土棚北四丁目 

457番15地先 

上土棚北四丁目 

460番3地先 
51.2 

4.5 

～4.6 
 

令和４年１１月２５日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定

により提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


